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欧州における電子記録管理に係る取組み
―MoReq とその変遷―

国立公文書館業務課公文書専門員

　岡本 詩子  おかもと・うたこ　

１．はじめに

　独立行政法人国立公文書館（以下「館」という。）

では、電子公文書の長期保存等に関する国際動向

や技術的動向について調査研究を実施している。

平成 22 年度の調査研究ではイギリス、平成 23 年

度はニュージーランドの取組みについて調査し、

館の研究紀要である「北の丸」において、それぞ

れの結果を報告した 1。

　イギリスでの電子記録管理に関する取組みは、

政府の情報政策（特に 2001 年の情報公開法制定

以後における情報の積極的活用）を背景に、英

国国立公文書館（The National Archives　以下

「TNA」という。）を中心として展開されている。

また、イギリスでの取組みに関する調査では、そ

の重要な取組みの一つである「デジタル継続性

（Digital Continuity）」プロジェクトについて取

り上げた。

　「デジタル継続性」とは、必要な情報を適切な

方法で必要な期間使うことができる性質を意味す

るが、同プロジェクトでは、電子記録管理にお

けるデジタル継続性を確保するための具体的な

取組みを実施している。例えば、保存する電子

ファイルを後日利用するために必要となるファイ

ルフォーマットに関する情報提供サービスとし

て、PRONOM というサービスが提供され、さら

に、現在では PRONOM より一歩進んだ DROID 

（Digital Record Object Identification） と い う

アプリケーションが提供されている。PRONOM

は、多種多様なファイルフォーマットの情報を収

集・集積するデータベースであり、DROID は、

電子ファイルの構造を自動で解析し、解析結果と

PRONOM が有する情報を照合して、ファイル

フォーマットを特定することができるアプリケー

ションである。

　ニュージーランドでは、ニュージーランド国

立公文書館（ANZ: Archives New Zealand）が、

各政府機関が遵守すべき公文書記録管理に係る標

準を策定しており、ニュージーランドでの取組

みに関する調査では、その一つである電子記録

管理に関する「デジタル記録管理標準」（公記録

法に基づき 2010 年策定）を取り上げた。同標準

は、オーストラリアやニュージーランドの公文書

館等によって組織されているオーストラレイジア

ン・レコードキーピング・イニシアチブ（ADRI: 

Australasian Digital Recordkeeping Initiative）

及び国際公文書館会議（International Council on 

Archives　以下「ICA」という。）の共同プロジェ

クトにより 2008 年に策定され、その後、国際標

準 化 機 構（ISO: International Organization for 

Standardization）により国際標準となった「電

子オフィス環境における記録に関する原則及び機

能要件」（以下「ICA-Req」という。）に基づくも

のである。

　本年度は上記調査に続き、欧州における電子記

録管理に係る取組みについて、欧州で策定された

電子記録管理に係るシステムのモデル要件である

MoReq 2 を中心に調査した。MoReq は、欧州委

員会（European Commission　以下「EC」という。）

の主導と欧州連合（European Union　以下「EU」

という。）加盟国の公文書館等の支援により設立

された DLM フォーラム 3 によって、2001 年に策

定された電子記録管理のモデル要件である。

　欧州においては、TNA が策定した電子記録管理
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システムの要求事項（Requirements for Electronic 

Records Management Systems）4 が、欧州におけ

る電子文書管理に関する最も一般的な標準とされ

てきた。しかし、その後、MoReq が TNA による

上記要件に替わり、電子記録管理システムのモデ

ル要件として使われるようになった 5。

　以上を踏まえ、本稿では、欧州における電子記

録管理に係る取組みとして MoReq の概要を取り

まとめて紹介する。

2. MoReq の沿革

2.1　MoReq とは

　行政における記録作成の電子化、システム化に

より、記録管理に係るステークホルダー（行政機

関、個人、法人）にとって、利便性の高い新たな

情報サービスの提供及び利用が可能となったこと

から、これまで様々な国や機関において、電子記

録管理に関する取組みが進められてきた。欧州、

特に EU 諸国では、ほぼ全ての国において、自国

の記録管理に関する基準となる要件を自ら規定し

た 6。これらの活動の初期において EU 全体で共

通の標準的要件が無いことから、「欧州における

電子サービスの、行政、企業、国民への相互利用

可能な配信を複雑なものにしている」7 といわれ、

その状況の解決が課題であった。

　上記課題の解決のため、EC を中心に、欧州内

外の異なる文化・国家で適用するための国際的

な文書管理に関する標準やガイドラインを作成

する組織として、DLM フォーラム (Document-

Lifecycle-Management Forum) が 1994 年に設立

され、2001 年に行政機関における電子記録管理

のためのモデル要件である、「MoReq」を策定し

た 8。

　また、DLM フォーラムは設立当初、EC 及

び EU による共同活動組織であったが、2002 年

以降、欧州内外の行政機関や大学、研究所、公

企業、私企業、個人なども参加している。ま

た、2001 年に策定された MoReq に続き、2008

年 に MoReq2、2010 年 か ら 2012 年 に か け て、

「MoReq2010」 を 策 定 し て き た（ 最 新 版 は、

「MoReq2010 ver.1.1」）。

　MoReq は当初から、多くの国を横断して利用・

適用されることを前提とした国際的なモデル要件

となることを重視し、検討されてきた。そして、

その位置付けはあくまで行動勧告であったが、電

子情報管理システムのモデル要件として、バー

ジョンを更新しながら、今日では「事実上」の国

際標準として認識されている 9。

2.2　MoReq

　2001 年 に 公 表 さ れ た MoReq の 初 版 は、

ISO15489-1 10 に従い構築された記録管理プロ

グラムと組織の情報管理戦略を支援するため

の電子記録管理システム（Electronic Records 

Management System　以下「ERMS」という。）

の仕様を作成することに重点が置かれ、ERMS

についてもっとも詳細な文書と位置付けられてい

る 11。このように MoReq では、組織コンセプト、

事務手順、事務プロセス、文書管理及び記録管理

の原則等については言及しておらず、主に電子記

録管理システムのモデル要件を取りまとめたもの

であったことから、電子記録管理システムを調達

する際の基礎的要件として位置付けられた 12。

2.3　MoReq2

　2008 年、MoReq の改定増補版として「MoReq2」

が公表された。

　MoReq2 の開発には、電子記録管理システムの

利用者組織、コンサルタント、インテグレーター、

ソフトウエアベンダー等、多様な分野のボラン

ティアが個人・組織で参加した。企業としては、

欧州の電子記録システムの大手多国籍企業から地

域の小規模企業まで、その規模の大小を問わず関

わった 13。これにより、MoReq2 には業種・組織

規模に関わらず幅広い関係者にとって有益となる

よう、以下の３項目 14 にも重点が置かれること

となった。

⑴電子記録管理の利用者は、MoReq2 をカスタ

マイズして仕様および調達を主導できる。

⑵ベンダーは MoReq2 を使ってソフトウエア
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の開発が出来る。

⑶教育界は将来のレコードマネージャーを教

育・育成するためのツールとして使用できる。

　MoReq2 は MoReq の構成と基本コンセプトを

継承しつつも、MoReq から多くの点が変更され

ている。特徴的な変更点として、電子記録管理用

の各種製品・ソフトウエアが MoReq2 準拠であ

るかの検査・確認に関する事項が盛り込まれたこ

とが挙げられる。具体的には、MoReq2 準拠であ

るかを確認するためのテスト及び証明をサポート

する要件が MoReq2 に含まれた 15。これにより、

システムを供給するベンダーは、製品が MoReq2

準拠である証明を受け、利用者に示すことにより、

利用者が Moreq2 準拠の製品であることを客観的

に見分けることができるようになった。

　次に MoReq2 の要件について、電子記録管

理に関する国際規格である ISO16175-2（ICA-

Req）との共通性を確認することとする（表

１）16。ISO16175-2 は、 国 際 標 準 化 機 構 ISO

が 承 認 す る 国 際 規 格 ISO16175（ 情 報 及 び ド

キュメンテーション－電子オフィス環境にお

ける記録のための原則及び機能的要求事項：

information and documentation – Principles and 

functional requirements for records in electronic 

environments）の第 2 部であり、電子記録管理

における原則及び機能的要求事項を記す国際規格

である。

　表１から、MoReq2 が ISO16175-2 に規定する

項目との共通性があることがわかる。

　MoReq からの変更点が反映され、また国際規

格との共通性もある MoReq2 であるが、MoReq2

に準拠したシステムの導入を図る利用者とベ

ンダーに次のような新たな課題をもたらした。

MoReq2 において、MoReq2 準拠に係る検査・確

認の仕組みが導入され、ベンダーが提供する製品

の品質が確保されたことによって、ベンダーは利

用者が必要とする機能の追加や不要な機能の削除

等に対応した際、そのシステムに関して品質を保

証することが難しくなった。利用者側からみると、

自分たちの都合で仕様変更を行った場合、品質の

保証がなされないのみならず、MoReq2 に準拠し

ない不適当な要求を行っていないか確認すること

が必要となったのである。

2.4　MoReq201018

　MoReq の 管 理 委 員 会（MoReq Governance 

Board）が、MoReq に関する新しいロードマッ

プを 2009 年に提示し、MoReq に新しい方向性を

指し示した。このロードマップは、MoReq とい

う仕様が、これまで適用可能とされなかった領

域、すなわち医療、製薬、法律、ファイナンシャ

ル事業など、固有の問題を解決する特殊なアプリ

ケーションの標準が必要と思われる分野において

も、将来的に広く対応できるよう考慮されている。

そして、記録管理に関するソリューションの大小

に関わらず等しく適用できる、柔軟で測定可能な

要件を作成するために必要な条件を示したもので

あった。

　前述のロードマップを踏まえ、DLM フォーラ

ムでは、広くパブリックコメントを募集し、寄せ

られた開発計画に関する意見を参考に、2010 年

に新しい MoReq2010 を策定した。MoReq2010

では、モジュール 19 性と相互運用性の観点から、

MoReq2 までの「モデル要件」から「モジュラー

要件」に変化した。MoReq2010 の記録システム

に関する構成要件は図 1 の通りであり、各構成要

件の下には、細分化されたモジュールが存在する。

表 1　MoReq2 と ISO16175-2 の共通性 17
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　モジュラー要件では、図１の構成を基本として

サービスに応じた各機能がモジュール化されてい

るため、必要に応じてモジュールを組み合わせる

ことが可能となり、各利用者に適したシステムが

柔軟に作れるようになった。また、MoReq2010

ではモジュール単位で要件を充足しているかテス

トし、証明することが可能となり、ベンダーは利

用者への品質保証にも対応しやすくなった。

　MoReq2010 は、MoReq2 のように規定する要

件のみで電子記録管理システムの構成を可能とす

るガイドラインとしての役割を果たす一方、利用

者のニーズへの柔軟な対応が可能な設計となって

いる。

３．おわりに

　本稿では欧州における電子記録管理への取組み

として欧州の各国において記録管理システムの仕

様を策定する上で利用されている MoReq につい

て紹介した。MoReq はその機能や構成の改善と

共にバージョンアップを重ねてきたが、MoReq

の全てのバージョンに共通している考え方とし

て、文書のライフサイクルにおいて、文書の現用

/ 非現用の別なく、一貫した記録管理が実施され

るという点である。MoReq を参考に電子記録管

理に係るシステムの仕様を検討する際は、このラ

イフサイクル全体を視野に入れたシステム設計が

前提となっていることに留意する必要がある。

　特に、独自仕様の電子記録管理に係るシステム

では、あるシステムで管理するデータについてそ

もそも外部システムへ出力することを想定してい

なかったり、出力できたとしても他のシステムで

利用できなかったりと、システムの相互運用性と

いう点において、あまり考慮されていない場合が

ある。MoReq2010 では、こうした相互運用性も

重視されており、コアサービスの中で定義されて

いる 21。これにより、例えば現用文書に特化した

システムと非現用文書に特化したシステムが、個

別に開発された場合も、どちらも Moreq の考え

方に則っていれば、両システム間の連携も容易で

あり、また、何年か後に、上記の両システムがシ

ステムを更新し、データを移行する際の作業が円

滑かつ適切に行われるのである。

　また、電子記録の長期保存に当たり、「真正性」

の確保も重要な論点の一つである 22。そのため、

MoReq では、管理の方針や手順の面から要件を

規定するとともに、システムの要件を規定し、更

にベンダーの製品の品質を保証することにより、

「真正性」の確保が図られている。

　電子記録の長期保存にかかる観点から、Moreq

に規定される要件は、参考になるというよりもむ

しろ、長期保存に係る実際の業務が適切に行われ

るため、必要な要件であることが理解できる。今

後、我が国においても、Moreq の考え方が普及し、

同モデル要件に基づくシステムに係る議論が進展

することが期待される。

　館では、平成 24 年度の電子公文書の長期保存

に係る調査研究に当たり、欧州における電子記録

管理に係る取組みとして MoReq を取り上げ、そ

の最新版である Moreq2010 の主要な部分を翻訳

し、館のホームページを通じて提供することとし

た。これにより、広く公文書管理、記録管理に従

事する方々等の参考になれば幸いである。

図１　MoReq2010 に準拠する記録システムの構成 20
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